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【開示担当部署】

総合企画部 (主計Ｇ)

グ ル ー プ 経 営 会 議

発 生 事 実

連結子会社各部

各部課店長および連結子
会社の代表者は、所管す
る業務上、経営に重要な
影響を及ぼす事項が発生
した場合は、速やかに開
示担当部署へ報告する。

【報告方法】
原則、詳細を記載した書面を
提出。但し、急を要する場合
は、先に架電報告を行う。

収集された情報は、開示
担当部署において適時開
示規則の開示基準等に照
らして開示の要･否を判断
し、グループ経営会議の承
認を得て開示を行う。あわ
せて取締役会・監査等委
員会へ報告する。
但し、緊急に情報開示を行
う必要がある場合には、総
合企画部長は、社長およ
び情報取扱責任者と協議
し、開示を行い、開示後、
速やかに監査等委員会お
よび取締役会へ報告する。

役員会等において開示の
承認が得られた場合、開
示担当部署は、即時、開
示を実行し、沖縄総合事
務局（金融監督課）および
日本銀行（那覇支店）へ開
示内容等を報告する。

【開示方法】
・東証・・・ＴDnet登録
・県内マスコミ
・・・記者発表orリリース投函
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